
Ｒ2.9.16第１５回遊佐町新型コロナウイルス感染症対策本部会議決定事項 

 

Ｒ2.9.16遊佐町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局作成 

（事務局：総務課危機管理係） 

 

１ 全体共通事項 

（１）町対応方針の改定について（所管：事務局） 

  ①協議内容 

    ９月３０日を取り組み期限としていた新型コロナウイルス感染症への町対応方針

（第５版）の改定について協議した。 

  ②協議結果 

    国・県の方針を受け、町対応方針を別紙のとおり改定する。 

    ※町主催のイベント等の開催方針については、９月１１日に国が示した方針に基

づいて、後日県が示す基本方針を準用することとした。 

 

※上記の協議の他、国内・県内感染発生状況と国・県・近隣市町・本町の対応についての

経過報告、各課・局の報告を行い、情報共有を図った。 


